
令和 3 年度 山形県地域協調型洋上風力発電研究・検討会議 

第 1 回 酒田沿岸域検討部会 
 

日時：令和 4 年 2 月 10 日（木）13:30～15:30 

場所：オンライン開催（Zoom） 

                                     

 

次   第 
 

 

１ 開会 

 

２ あいさつ 

 

３ 説明 

（１）酒田沿岸域検討部会の設置について 

 （２）酒田市沖の海域について 

 

４ 情報提供 

 （１）洋上風力発電の現状と今後の展望   

（２）洋上風力発電と漁業協調方策 

（３）酒田市沖調査研究事業の概要について 

 

５ 説明・意見交換 

 （１）洋上風力発電に係る動向等について 

 （２）酒田部会の進め方について 

 （３）意見交換 

 

６ その他 

 

７ 閉会 
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【資料 1-1】 酒田沿岸域検討部会設置要領 
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山形県地域協調型洋上風力発電研究・検討会議 

酒田沿岸域検討部会設置要領 

 

（設置） 

第１ 洋上風力発電を導入する場合の地域に与える影響や課題について、地域住民等も含めて具体

的な議論を行うため、「山形県地域協調型洋上風力発電研究・検討会議設置要綱」第５条の規定

により、酒田市の沿岸域を対象とした「山形県地域協調型洋上風力発電研究・検討会議 酒田沿

岸域検討部会」（以下「酒田部会」という。）を設置する。 

（組織） 

第２ 酒田部会は、別表に掲げる部会委員により構成する。 

（部会長） 

第３ 酒田部会に部会長を置く。 

２ 部会長は「山形県地域協調型洋上風力発電研究・検討会議」（以下「全体会」という。）の座長 

 が指名する。 

３ 部会長は酒田部会を統括するとともに、部会における議論の要旨について全体会で報告を行う。 

４ 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名する部会委員が、

その職務を代理する。 

（会議） 

第４ 部会は部会長が招集する。 

２ 部会委員が会議に出席できない場合は、部会長は、代理の者の出席を認めることができる。 

３ 部会長が必要と認めるときは、会議に部会委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができ

る。 

（情報公開） 

第５ 会議は、原則として公開するものとする。 

（事務局） 

第６ 部会の事務局は、山形県環境エネルギー部エネルギー政策推進課に置く。 

（雑則） 

第７ この要領に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が別に定める。 

 

 附則 

 この要領は、令和４年１月 13 日から施行する。 
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別表（部会委員） 

機関名称・役職等 氏名 区分 

酒田市自治会連合会 会長 阿部 建治 地域住民 

酒田市地区自治会連合会 会長 土門 幸広 地域住民 

酒田市八幡自治会長会 会長 信夫 効次 地域住民 

酒田市松山地区自治会連合会 会長 平向 邦夫 地域住民 

酒田市平田自治会長会 会長 佐藤 賢一 地域住民 

宮野浦学区コミュニティ振興会 会長 阿部  實 地域住民 

松陵学区コミュニティ振興会 会長 高橋 利春 地域住民 

港南コミュニティ振興会 会長 小野 英男 地域住民 

琢成学区コミュニティ振興会 会長 田賀 幸二 地域住民 

西荒瀬コミュニティ振興会 会長 鈴木  勝 地域住民 

浜中学区コミュニティ振興会 会長 奥山  悟 地域住民 

十坂コミュニティ振興会 会長 佐藤 善一 地域住民 

山形県漁業協同組合 理事 田代 善幸 海域利用者 

山形県漁業協同組合 理事 伊原 光臣 海域利用者 

山形県漁業協同組合 専務理事 西村  盛 海域利用者 

山形県北部小型船漁業組合 組合長 長谷川保正 海域利用者 

山形県北部小型船漁業組合 組合員 渡部 伸二 海域利用者 

吹浦漁業技術研究会 役員 佐藤 勝廣 海域利用者 

山形県内水面漁業協同組合連合会 参事 桂  和彦 海域利用者 

山形県鮭人工孵化事業連合会 会長理事 尾形修一郎 海域利用者 

日本野鳥の会 山形県支部長 簗川 堅治 有識者 

東北公益文科大学 教授・公益学部長 三木 潤一 有識者 

酒田市環境審議会 会長 今田 哲雄 有識者 

酒田市景観審議会 会長 松山  薫 有識者 

酒田商工会議所 青年部 副会長 矢野 慶汰 経済団体 

酒田ふれあい商工会 女性部 部長 石黒まさ子 経済団体 

一般社団法人日本風力発電協会 理事 企画部長 斉藤  長 アドバイザー 

一般社団法人海洋産業研究・振興協会 顧問 中原 裕幸 アドバイザー 

山形県エネルギー政策総合アドバイザー 山家 公雄 アドバイザー 

海上保安庁 酒田海上保安部 交通課長 豊田 洋士 行政機関（国） 

山形県環境エネルギー部 次長 鑓水 功泰 行政機関（県） 

酒田市地域創生部商工港湾課 課長 堀賀  泉 行政機関（市） 

酒田市農林水産部農林水産課 課長 長沢 一仁 行政機関（市） 
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洋上風力発電に係る
動向等について

令和4年2月

山形県環境エネルギー部エネルギー政策推進課

地球温暖化と力ーボンニユートラル

政府における洋上風力発電の取組み

本県における洋上風力発電の取組み

目 次

1 ~5頁

6~7頁

8~10頁

2
 
3

user
タイプライターテキスト
７



1 地球温暖化と力ーボンニユートラル

1 力ーボンニュートラルとは

大気中こ排出されるC0 等の温室効果カスの

森林等が吸収するC02等の温室効果ガスの

全体を実質ゼロにすることて、す。

2 なぜ力ーボンニュートラルが必か

今和2年7月豪雨t氾濫した最上川

県内マ、は、酒田市の年平均気温は50年当たり1.2゜C上昇してぃます。
10

変イ牢 50年
世界的には、平均気温の上昇は、海水面の上昇、熱帯性の感染症発生範囲の拡大、 信度水單 年9

雨・干ばつなビの降雨パターンの変化、病害虫の発生による食糧難、貧富差の拡大 1030 1,50 1970 19,0 2010

なビ、様々な影響があると言われていますが、平均気温が2゜C上昇する場合と比べ、上 (出典)仙台管区気魚台「東北地方の気候の変化」

昇を 1.5゜Cに抑えることて、、そうした様々なりスクを抑制しうることが予測されてぃます。

2021年に開催されたCOP26(国連気候変動枠組条約第26回締約国会議)tは、「世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて
1.5゜Cに抑えるための努力を追求する」ことが合意されました(グラスゴー気候合意)。

地球温暖化は、人間の活動による温室効果ガス排出量の増加がその大きな要因と考えられています。集
雨や七"生、地玉温化の三を制してぃくためには、2050 まて'に力ーボンニュートラルの

実現が必要てす。

近年、国内tは集中雨なビの気象災害が
頻発・激甚化しています。
「令和2年7月雨」は本県にも甚大な被害を

もたらしました。こうした気急災害は、地球温暖化
がその一因と言われてぃます。

から

を差し引いて

徹底した省エネと

再生可能エネルギーの導入による

C02排出塁の削減

温室効果ガス
抑出

果ガス
収量

現在

3 「ゼロカーボンやまがた2050 と「 4次山多

山形県tは、2050(令和32)年まてに温室効果ガス排出実質ゼロを目指す
rゼロカーボンやまがた2050」を令和2年8月に宣言しました。

そして、「ゼロカーボンへのチャレンジ」をテーマに、県の施策の展開方向を示
す「第4次山形県環境計画」を令和3年3月に策定しました。
同計画の中ては、ゼロカーボンやまがた2050の達成イメージを次のとおりと

しています。

森林等によるC02吸収貴の増加

杢効果ガス
排

晶

畢室効果ガス
般収置

b

カーホンニユートラル

14
『:

13

酒田

の年平均気温の推移

12

再エネ導入

測市吸収源対策

新技衛等

ゼロカーボンやまがた2050 達成イメージ
"

により

温室効果ガス排出を
100%削減

→力ーボンニュートラル達成
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)再エネボテンシャルは現在の電力供給量の最大2倍

境省試算では、残が国には電力供給の最大2倍の再エネボテンシャルが存在
再エネの最大限の'入に向け、課題をクリアしながら、着実に前進していく必要

発電電力量のポテンシャル(億kwh/年)

巨亙璽司
30000

、"

25000

20000

15000

、、、0

高位ケース発電電力量実績
(現時点のFr「売電並の価格と

(2019年度速報値) コストで分析したホテンシャル量)

※出典:総合エネルギー統計

※ボテンシャルは、賦存(面積等から理論的に算出できるエネルギー'源から、法令等による制約や事業採算性などを除き環
境'算出入可能ではないため、技術や採算性などの課題を克服しながら、ポテンシャルを最大限に活かしてぃく必要がある

※この試以外にも様々な試算あり。

出典.令和3年3月1日総合エネルギー会エネルギー・新エネルギー分科会ノ電力・ガス分科会再生可能エネルギー大量導入・次世代ネットワーク小委員会( 25回)

10000

水力

796

原子力
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石油
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圧亟回

ノ
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1,057
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日本全国の海域の風況(洋上風況マップ)

年平均風速
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3
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洋上風力発電のエリア別導入イメージ

「元聶刀
導入目標

2040年

3,000万kw~
4,500万kw

2030年

1,000万kw

※2030年にっいては、環境アセス手続中(2020年10月末時点・一音母騨寛アセス手続きが完了した計画を含む)の案件を元に作成。
※2040年にっいては、NEDO「着床式洋上ウィンドファーム開発支援事業(洋上風力発電の発電コスNこ関する検討)報告書」における、LCOE (均等化
発電原価)や、専門家によるレビユー、事業者の環境アセス状況等を考慮し、協議会として作成。なお、本マップの作成にあたっては、浮体式のボテンシャルは
考慮していない。

出典:令和3年3月1日総合エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会ノ電力・ガス分科会再生可エネルギー大量導入.次世代ネットワーク小委員会(第25回)

フ75~

1190万kw

匝回

九州

匝到

匪回

2 政府における洋上風力発電の取組み

再エネ海域利用法の概要

海域を占有するため、都道府県条例の許可では通常3~5年と短期てあり、長期占用ルールが必要。
においては、 正し、2016年7月に施行。

更に、港湾区域レX外の一域にっいて、「再エネ海域痢↓用法」(海洋再生可能エネjレギー発電設備の整備
に係る海如利用の促進に関する法衛壹^、2019 4月に施行(ゑ呈産省・国交省の共管)

【課題】

課題①海垣肝1」用に関する統ールールなし

・海域利用(占用)の統ールールなし

30~釦万kw

6^W

955N

1465万kw

ユユユN

ユ兜万kw

、

85~130万kw

59 N900万kw

四国

75N90万k

110員,

170万^

407ー

5詩万^

1^^

関西

3

70万^

匝列

匝祠

^^

・都道府県条例の許可は通常3~5年と短期

・⇔事業の予見可台副生が低く、資金調達困難

課題②先行利用者との調整枠組不明確

・漁業者等の先行利用者との調に係る枠組
が在しない

課題③高コスト

・イ共給価格が欧州と比ぺ高額

・国内に経験ある事業者が少い

出典.令和4年1月24日山形県遊佐町沖における協議会(第1回)資料

【対応】(再エネ海域利用法)

●国が、洋上風力発電事業の実施区域を指定
(促進区域)

●事業実施者を公募により選定

選定事業者は、長期用が可 30年間
・才事業の安定性を確保

●促進区域の指定に向け、区域ごとに地元漁業等
関係者、国・自治体による協会を設置

●区域指定の際、関係省庁とも協議し、他の公益と
の整合性を確認

による地元三。整にハる負旦軽減^

●事業者の選定に当たっては、事業実施内容に加え、
電力供給価格により評価し、選定

・つ競争を促進し、コストイ民咸

5

為

.

.

.
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再エネ海域禾11用法の施行等の概要(⑳21年度区域指定等を踏まえたもの)

2019年7月、以下の①~4の4区域を「有望な区域」として整理。その後「促進区域」に指定(①2019年12月、その他は
2020年7月)。さらに、①は2020年12月に公募を終了し、公募占用計画の審査を経て、2021年6月に事業者を選定。②~6
は、2021年5月に公・終了し、公占用計画の審査を経て、2φ21年12月に事業者萄巽定。

2020年7月、以下の⑤~@の4区域を「有望な区域」セして整理。その後各区域における協議会の進捗促進区域指定基凖へ
の適合状況や都^県からの情報提gキを踏まえ、 20ゑ1_.9 ・13二@.;1!t_,区'、.に,、,.するとともに、⑨~⑫の4区域を

' 1.追力n・整理。・ 1こ「'"

下腺は2021年庶断、に追加した区域

6再エネ特措法
認定

30年問の占用許可

1 長t0叫石 "ー

^爲゛智A

1)都道府県等

からの

情報収集

出典:令和4年1月24日山形遊佐町沖における協議会(第1回)

巨域名

<促進区域、有望な区域等の指定・整理状況(2021年9月13日)>

@北海道槍山沖

1.フ 甚北海道岩宇・南後志地区沖

⑮両森県陸奥湾47.88

娃1_,_島^81.9

,

1長崎県五島市沖

(の秋田県能代市・三種岡・男鹿市沖

③秋田蝋由利本荘市沖(北伽」・南側)

④千葉県銚子市沖

{兪 八

⑥長崎県西海市江島沖

⑦街森県沖日本海(南側)

⑧宵森県沖日本海(北促D

②有望な区域等

の公表

3 本県における洋上風力発電の取組み

(1)会議・部会の設置

な
区域

3協讃会の組織

風況ノ地質凋査

角

@山垂埋湿佐^

@新狸県担よ市"内市沖

命千葉県いすみ市沖

★地域の住民代表、漁業関係者、

漁業協調策等を検討する

フ)事業の開始

★漁業関係者、有識者、行政関係者らで構成(令和2年9月)

39.06

36

{4捉進区城の

指定

30

一定の
段

60

んでいる
区城

30

遊佐地先における漁業実態調査(名古屋大学大学院環境学研究科
酒田地先における漁業実態調査柱内総合支庁水産振興掬

庄内沖における洋上風力発電の可能性の研究を進めていくうぇで、まず、
地先の漁業実態調査についての理解と認識を深める。

行政関係者らで構成(平成30年8月)

「漁業協調策等検討会,」の設置

料

35,70

⑮岩手県久熟市沖(浮体)

⑤公募による

事者選定

「山形県地域協調型洋上風力発電研究・検討会議」の設置

漁業関係者、商工観光団体、行政機関など幅広い関係者が一堂に会した会議
の設立=全県組織(平成30年7月)

遊佐沖での具体的な議論を行う「遊佐沿岸域検討部会」の設置

41

【例】

霊佐貿県贋津^

【
プ
ロ
セ
ス
】
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4
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(2)遊佐町沖における研究・検討の主な取組み

・全体会議平成30年度(2回)、令和元年度(1 回)、令和2年度(1回)

・遊佐部会平成30年度(3回)、令和元年度(3回)、令和2年度(2回)
令和3年度(①9/22、②1/14)

・漁業協調策・振興策研究会令和元年度(3回)
・漁業協調策等検討会議 令和2年度(4回)

先進地視察

政府が設置する法定協議会で、これまで研究・検討した漁業協調策・地域振興策の
着実な実施、地域が求める項目を含めた環境影響評価の適切な実施、丁寧な説明等
を事業者に求めていく。

・^ 長崎県五島市(平成30年9月)、(令和元年9月)

(3)酒田市沖の研究・検討を始める背景

・風況が良好であること

(洋上風力発電に適しているとされる年平均 7m/秒を超えている)

沿岸海域の海底環境が概ね遠浅の砂地と推測されること

(風車を海底に固定しやすい)

地元酒田市から洋上風力発電の早期導入に向けた取組み強化
の要望があること
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